
南
宋
の
晋
山
式
と
住
持
の
職
能

―
出
世
の
新
し
い
意
味

―

千

田

た
く
ま

は
じ
め
に

南
宋
時
代
（
一
一
二
七
～
一
二
七
九
）、
南
宋
人
た
ち
は
金
と
元
の
外
圧
を
受
け
る
苦
境
の
中
で
、
淮
河
以
南
に
お
い
て
新
し
い
社
会

を
生
み
出
し
て
い
た
。
そ
れ
は
専
門
分
業
化
に
よ
る
財
産
の
集
中
と
機
構
制
度
化
に
よ
る
権
限
の
集
中
が
進
ん
で
い
く
社
会
で
、
広
大
な

荘
園
が
私
有
さ
れ
て
貨
幣
・
経
済
商
品
経
済
が
発
達
す
る
と
と
も
に
、
専
制
国
家
を
目
指
す
王
朝
が
政
治
、
文
化
、
経
済
を
制
御
し
て
い

こ
う
と
す
る
時
代
で
あ
っ
た（

１
）。

財
産
の
集
中
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
江
湖
派
の
代
表
詩
人
で
あ
る
劉
克
荘
（
後
村
居
士
、
一
一
八
七
～
一
二
六
九
）
が
、
端
平
元
年

（
一
二
三
四
）
の
上
奏
で
、

昔
の
所
謂
富
貴
と
は
、
象
犀
珠
玉
の
好
き
を
聚
め
、
声
色
耳
目
の
奉
じ
る
を
窮
む
る
に
過
ぎ
ず
。
其
れ
尤
も
鄙
な
る
者
も
則
ち
多
く

は
塢
中
の
金
を
積
む
の
み
、
千
家
の
膏
膄
を
呑
噬
し
、
数
路
の
阡
陌
を
連
亘
す
る
に
至
っ
て
は
、
歳
入
百
万
斛
と
号
す
。
則
ち
開
闢

よ
り
以
来
、
未
だ
こ
れ
有
ら
ざ
る
な
り
。
此
れ
に
亜つ

ぐ
者
又
た
数
家
な
り
。
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昔
之
所
謂
富
貴
者
、
不
過
聚
象
犀
珠
玉
之
好
、
窮
声
色
耳
目
之
奉
。
其
尤
鄙
者
則
多
積
塢
中
之
金
而
巳
、
至
於
呑
噬
千
家
之
膏
膄
、

連
亘
数
路
之
阡
陌
、
歳
入
号
百
万
斛
。
則
自
開
闢
以
来
、
未
之
有
也
。
亜
乎
此
者
又
数
家
焉（

２
）。

昔
の
富
貴
（
富
裕
層
）
は
、
珍
品
を
集
め
、
新
し
い
も
の
や
美
し
い
も
の
を
好
む
程
度
だ
っ
た
。
だ
が
南
宋
で
は
辺
鄙
な
地
方
の
富
裕
層

で
も
昔
の
「
郿
塢
」
な
み
の
銭
や
宝
石
・
食
料
を
備
蓄
し
て
お
り
、
都
市
部
の
大
富
裕
層
だ
と
歳
入
が
「
百
万
斛
」
に
も
な
る
。
し
か
も

こ
の
よ
う
な
大
富
裕
層
に
次
ぐ
富
裕
層
も
数
家
存
在
し
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
新
興
富
裕
層
は
、
そ
れ
ま
で
の
貴
族
層
と
庶
民
層
の
中
間
に
位
置
す
る
社
会
階
層
＝
郷
紳
で
あ
る
。
こ
の
階

層
か
ら
科
挙
に
合
格
す
る
新
興
エ
リ
ー
ト
層
が
登
場
し
て
士
大
夫
と
な
っ
て
い
く
こ
と
で
、
新
興
富
裕
層
が
政
治
に
参
入
し
て
い
き
、
い

わ
ゆ
る
官
戸
形
勢
戸
が
形
成
さ
れ
権
限
が
集
中
し
て
い
く
。

南
宋
社
会
は
こ
の
よ
う
な
競
争
社
会
へ
と
進
む
と
と
も
に
、
そ
れ
と
は
別
の
側
面
の
発
展
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ロ
バ
ー
ト
・
ハ
イ
ム
ス

と
コ
ン
ラ
ッ
ド
・
シ
ロ
カ
ウ
ア
ー
が
「
義
（
正
義
、duty

）
は
、
南
宋
に
な
る
と
、
ま
す
ま
す
一
族
と
国
家
の
中
間
に
位
置
す
る
領
域
で
、

互
助
的
社
会
活
動
と
準
公
式
的
統
治
と
に
か
か
わ
る
脈
絡
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
て
い
る
」

（
３
）

と
論
じ
た
よ
う
に
、
政

治
共
同
体
（
国
家
）
と
血
族
共
同
体
（
一
族
）
と
の
間
に
あ
る
福
祉
の
領
域
、
つ
ま
り
公
と
私
の
相
互
補
助
の
隙
間
を
補
完
す
る
「
義
」

の
領
域
の
進
展
が
あ
っ
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
陸
九
淵
（
象
山
、
一
一
三
九
～
一
一
九
二
）
が
「
公
義
私
利
」
と
い
う
問
題
か
ら
儒
教
と
仏
教
を
取
り
上
げ
て

議
論
し
て
い
る
。
ま
ず
儒
教
に
つ
い
て
、

人
に
五
官
有
り
、
官
に
其
の
事
有
り
、
是
に
於
い
て
是
非
得
失
有
り
、
是
に
於
い
て
教
え
有
り
学
び
有
り
。
其
の
教
え
の
従
い
て
立

つ
る
所
の
者
は
此
く
の
如
し
。
故
に
義
と
曰
い
公
と
曰
う
。
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人
有
五
官
、
官
有
其
事
、
於
是
有
是
非
得
失
、
於
是
有
教
有
学
。
其
教
之
所
従
立
者
如
此
。
故
曰
義
曰
公（

４
）。

儒
者
は
正
不
正
や
損
得
に
注
意
し
て
教
育
を
行
い
、
義
（
義
務
）
と
公
（
公
益
）
を
重
視
・
問
題
視
し
て
、
世
間
の
中
で
の
「
経
世
済
民
」

を
説
く
と
い
う
。
一
方
、
仏
教
に
つ
い
て
、

其
れ
得
道
明
悟
有
る
者
は
、
則
ち
本
と
生
死
無
く
、
本
と
輪
廻
無
く
、
本
と
煩
悩
無
し
と
知
る
。
故
に
其
れ
言
い
て
曰
く
、
生
死
事

大
と
。
如
兄
の
所
謂
菩
提
発
心
と
は
、
亦
た
只
だ
此
の
一
大
事
為
り
。
其
の
教
え
の
従
い
て
立
つ
る
所
の
者
は
此
く
の
如
し
。
故
に

私
と
曰
い
利
と
曰
う
。

其
有
得
道
明
悟
者
、
則
知
本
無
生
死
、
本
無
輪
廻
、
本
無
煩
悩
。
故
其
言
曰
、
生
死
事
大
。
如
兄
、
所
謂
菩
提
発
心
者
、
亦
只
為
此

一
大
事
。
其
教
之
所
従
立
者
如
此
。
故
曰
私
曰
利（

５
）。

僧
侶
は
生
死
の
一
大
事
を
論
じ
、
私
（
個
人
の
尊
厳
）
と
利
（
私
的
欲
求
）
を
重
視
・
問
題
視
し
て
、
出
世
間
で
の
未
来
に
わ
た
る
救
済

を
説
く
と
い
う
。

陸
九
淵
の
論
敵
の
朱
熹
（
朱
子
、
一
一
三
〇
～
一
二
〇
〇
）
も
、
社
倉
法
を
唱
え
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
福
祉
、
互
助
制
度
の
充
実
を
目
指

し
て
お
り
、
公
共
の
道
義
性
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
時
代
に
は
「
道
義
性
」
と
い
う
問
題
が
意
識
さ
れ
て
い
た
。

南
宋
時
代
は
、
大
土
地
私
有
と
経
済
発
達
そ
し
て
社
会
分
業
化
が
進
む
中
で
、
新
興
エ
リ
ー
ト
層
が
科
挙
に
よ
っ
て
、
皇
帝
を
頂
点
と

し
た
専
制
国
家
に
吸
収
さ
れ
士
大
夫
と
な
り
、
そ
の
士
大
夫
が
文
化
を
規
定
し
て
い
く
と
い
う
構
造
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
中
で
、
公
と

私
の
間
を
補
間
す
る
社
会
互
助
が
進
展
し
て
い
く
の
が
、
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
そ
れ
は
仏
教
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
荘
園
や
各
種

権
利
が
集
中
し
て
大
領
主
的
寺
院
が
登
場
し
、
機
構
制
度
と
互
助
制
度
が
発
達
し
て
い
く
。

19　『禪學研究』第98號，2020年3月



本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
南
宋
時
代
に
、
公
私
の
隙
間
に
位
置
す
る
僧
侶
が
、

一
、
ど
の
よ
う
な
制
度
的
手
順
と
儀
式
に
よ
り
住
持
に
就
任
し
た
の
か

二
、
寺
院
や
住
持
に
は
何
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
か

を
、
南
宋
滅
亡
（
一
二
七
九
）
が
焦
眉
す
る
咸
淳
十
年
（
一
二
七
四
）
に
成
立
し
た
『
叢
林
校
定
清
規
総
要
』（
以
下
『
校
定
清
規
』）
に

述
べ
ら
れ
る
晋
山
式
の
式
次
第
に
よ
っ
て
検
討
し
て
い
く（

６
）。

一
　
拝
請
と
退
院
（
退
山
）

『
校
定
清
規
』
で
晋
山
式
に
関
係
す
る
項
目
は
、
巻
上
の
第
二
五
の
専
使
請
住
持
、
住
持
受
請
と
、
第
二
六
の
新
住
持
入
院
で
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
北
宋
の
『
禅
苑
清
規
』
の
請
尊
宿
、
尊
宿
受
疏
、
尊
宿
入
院
と
対
応
し
て
い
る
。
両
者
を
比
較
す
る
と
、『
校
定
清
規
』
は
情

報
量
が
三
倍
に
増
え
て
お
り
、
よ
り
儀
式
内
容
や
意
味
が
詳
細
に
把
握
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

で
は
当
節
よ
り
、
順
次
『
校
定
清
規
』
の
専
使
請
住
持
、
住
持
受
請
、
新
住
持
入
院
を
読
み
解
い
て
い
こ
う
。
た
だ
し
住
持
就
任
予
定

者
の
役
位
の
違
い
に
よ
る
所
作
や
対
応
の
差
異
に
つ
い
て
は
、
紙
数
の
都
合
か
ら
適
宜
省
略
し
て
論
じ
て
い
く
。

さ
て
ま
ず
専
使
請
住
持
と
住
持
受
請
に
よ
る
と
、
要
請
側
の
寺
院
に
お
い
て
役
位
や
耆
旧
で
合
議
し
、
専
使
を
決
め
、
拝
請
に
向
か
っ

た
。
そ
し
て
専
使
が
拝
請
先
の
寺
院
に
到
着
す
る
と
、

如も

し
専
使
、
彼
の
寺
に
到
り
、
当
代
を
請
う
が
若
き
は
、
合
に
先
ず
知
客
に
見
え
、
次
い
で
庫
司
に
見
ゆ
べ
し
。
安
下
に
送
ら
れ
訖お

わ

れ
ば
門
状
を
備
え
て
、
先
ず
頭
首
に
見
え
、
次
い
で
単
寮
に
も
見
ゆ
（
門
状
無
し
）。
人
事
畢
り
て
、
方
め
て
疏
帖
を
寝
堂
上
に
安

排
し
、
住
持
人
の
出
で
て
相
看
す
る
を
請
う
。
焼
香
大
展
礼
拝
し
、
咨
稟
し
て
、
疏
帖
を
呈
す
。
次
い
で
知
客
引
い
て
諸
寮
及
び
行
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堂
に
往
き
人
事
す
。

（
中
略
）
彼
の
寺
の
西
堂
・
頭
首
・
耆
旧
人
を
請
う
が
如
き
は
、
専
使
、
門
に
入
り
て
、
先
ず
知
客
に
見
え
、
引
か
れ
て
方
丈
に
上

り
人
事
し
、
方
丈
よ
り
安
下
に
送
ら
る
。
次
い
で
庫
司
・
諸
寮
・
行
堂
に
往
い
て
人
事
し
畢
る
。
侍
者
も
同
じ
う
す
。
再
び
方
丈
に

詣
で
咨
稟
す
、「
某
寺
、
今
、
某
人
を
請
う
」
と
。
却
っ
て
彼
の
寮
中
に
往
い
て
咨
稟
し
、
然
る
後
、
人
事
し
て
、
焼
香
大
展
三
拜
し
、

疏
帖
を
呈
す
。

如
専
使
到
彼
寺
、
若
請
当
代
、
合
先
見
知
客
、
次
見
庫
司
。
送
安
下
訖
備
門
状
、
先
見
頭
首
、
次
見
単
寮
（
無
門
状
）。
人
事
畢
、

方
安
排
疏
帖
於
寝
堂
上
、
請
住
持
人
出
相
看
。
焼
香
大
展
礼
拝
、
咨
稟
、
呈
疏
帖
。
次
知
客
引
往
諸
寮
、
及
行
堂
人
事
。

（
中
略
）
如
請
彼
寺
西
堂
・
頭
首
・
耆
旧
人
、
専
使
入
門
、
先
見
知
客
、
引
上
方
丈
人
事
、
方
丈
送
安
下
。
次
往
庫
司
・
諸
寮
・
行

堂
人
事
畢
。
同
侍
者
。
再
詣
方
丈
咨
稟
、
某
寺
今
請
某
人
。
却
往
彼
寮
中
咨
稟
、
然
後
人
事
、
焼
香
大
展
三
拜
、
呈
疏
帖（

７
）。

現
住
持
を
要
請
す
る
場
合
は
、
最
初
に
知
客
と
庫
司
に
挨
拶
し
、
安
下
処
に
落
ち
着
い
て
か
ら
、
名
刺
を
準
備
し
て
頭
首
に
挨
拶
し
、
次

に
単
寮
に
挨
拶
す
る
。
こ
の
諸
役
へ
の
挨
拶
が
終
わ
る
と
、
寝
堂
（
応
接
室
）
に
疏
帖
を
持
ち
込
ん
で
、
拝
請
先
の
住
持
の
出
堂
を
要
請

し
、
相
見
し
て
焼
香
三
拜
し
て
か
ら
、
拝
請
内
容
を
諮
稟
し
、
疏
帖
を
呈
示
す
る
。
西
堂
・
頭
首
・
耆
旧
と
い
っ
た
住
持
で
な
い
者
の
場

合
は
、
順
序
が
異
な
る
が
、
内
容
は
同
じ
で
あ
る
。

晋
山
許
可
を
得
ら
れ
れ
ば
、
後
日
、
法
堂
に
疏
帖
を
設
置
し
て
、
法
鼓
を
鳴
ら
し
て
大
衆
を
集
め
升
座
説
法
し
て
、
退
山
と
晋
山
を
知

ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。

至
日
、
法
堂
上
に
於
い
て
、
疏
帖
を
安
排
し
、
鼓
を
鳴
ら
し
て
衆
を
集
む
。
専
使
、
侍
者
と
同と

も

に
、
住
持
の
出
で
て
升
座
説
法
す
る

を
請
う
。
新
長
老
な
ら
ば
只
だ
是
れ
専
使
自
ら
請
う
。（
中
略
）
如
し
新
出
世
の
人
是
れ
法
嗣
な
ら
ば
、
当
寺
の
住
持
下
座
し
て
、
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当
に
法
衣
を
付
す
べ
し
。（
中
略
）
新
長
老
、
拈
衣
し
て
法
語
有
り
。
披
衣
竟
れ
ば
、
法
座
下
に
就
い
て
、
主
人
を
請
う
て
、
坐
を

敷
い
て
大
展
九
拝
し
て
、
得
法
を
謝
す
。
然
し
て
後
ち
疏
帖
を
拈
ず
。
如
し
法
子
に
非
ざ
れ
ば
、
但
だ
住
持
下
座
す
る
に
於
い
て
、

便す
な
わ即

ち
拈
衣
す
。

至
日
、
於
法
堂
上
、
安
排
疏
帖
、
鳴
鼓
集
衆
。
専
使
同
侍
者
、
請
住
持
出
升
座
説
法
。
新
長
老
只
是
専
使
自
請
。（
中
略
）
如
新
出

世
人
是
法
嗣
、
当
寺
住
持
下
座
、
当
付
法
衣
。（
中
略
）
新
長
老
、
拈
衣
有
法
語
。
披
衣
竟
、
就
法
座
下
、
請
主
人
、
敷
坐
大
展
九
拝
、

謝
得
法
。
然
後
拈
疏
帖
。
如
非
法
子
、
但
於
住
持
下
座
、
便
即
拈
衣（

８
）。

こ
の
時
、
現
住
で
は
な
く
大
衆
か
ら
新
た
に
出
世
す
る
場
合
、
住
持
か
ら
分
座
（
引
座
）
さ
れ
る
の
だ
が
、
新
出
世
の
人
が
現
住
の
法
嗣

（
法
子
）
で
あ
れ
ば
、
住
持
は
下
座
し
て
新
出
世
の
弟
子
に
専
使
が
用
意
し
た
法
衣
を
付
し
、
新
出
世
の
弟
子
（
新
長
老
）
は
衣
を
拈
じ

て
法
語
を
唱
え
、
そ
の
場
で
披
衣
し
て
大
展
九
拝
を
し
て
、
印
可
に
感
謝
す
る
。
新
出
世
の
人
が
住
持
の
弟
子
で
な
い
場
合
は
、
住
持
は

下
座
す
る
だ
け
で
、
新
出
世
の
人
も
た
だ
拈
衣
法
語
す
る
だ
け
と
な
る
。

専
使
接
し
て
、
維
那
等
の
人
に
度
与
し
、
宣
読
し
了
ん
ぬ
。
法
座
を
指
さ
し
（
法
語
有
り
）、
升
座
す
。
先
ず
拈
香
祝
聖
、
次
い
で

官
僚
（
便
ち
嗣
法
香
を
拈
じ
る
有
り
。
或
い
は
入
院
し
て
方
め
て
拈
出
す
）。
次
い
で
索
話
、問
答
、提
綱
、敘
謝
し
て
、結
座
す
（
若

し
是
れ
法
嗣
な
ら
ば
、
下
座
し
て
、
住
持
前
に
於
い
て
触
礼
三
拝
し
、
証
明
を
謝
す
。
法
嗣
に
非
ざ
れ
ば
、
下
座
し
て
、
便
ち
行
い

て
人
事
す
）。

専
使
接
、
度
与
維
那
等
人
、
宣
読
了
。
指
法
座
（
有
法
語
）、
升
座
。
先
拈
香
祝
聖
、
次
官
僚
（
有
便
拈
嗣
法
香
。
或
入
院
方
拈
出
）。

次
索
話
、
問
答
、
提
綱
、
敘
謝
、
結
座
。（
若
是
法
嗣
、
下
座
、
於
住
持
前
触
礼
三
拝
、
謝
証
明
。
非
法
嗣
、
下
座
、
便
行
人
事
）（

９
）。
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新
出
世
の
人
が
披
衣
す
る
と
、
専
使
は
維
那
な
ど
に
疏
帖
を
渡
し
て
宣
読
し
て
も
ら
う
。
そ
れ
が
お
わ
る
と
新
出
世
の
人
は
、
法
座
を
指

さ
し
法
語
を
唱
え
升
座
す
る
。
法
座
上
で
は
、
最
初
に
香
を
拈
じ
て
皇
帝
の
長
寿
を
願
い
、
官
僚
の
長
寿
を
願
う
。
つ
ま
り
祝
聖
祝
寿
で

あ
る
。
次
に
索
話
（
釣
語
）、
問
答
、
提
綱
、
自
敘
、
謝
語
が
あ
っ
て
、
結
座
と
な
り
下
座
す
る
。
下
座
時
に
弟
子
の
場
合
は
住
持
に
よ

る
嗣
法
証
明
に
感
謝
し
て
か
ら
、
住
持
、
知
事
、
頭
首
、
大
衆
と
順
に
賀
謝
を
述
べ
る
。
新
出
世
の
人
の
升
座
が
終
わ
る
と
、
僧
堂
（
禅

堂
）
で
出
斎
と
茶
礼
が
あ
り
、以
後
、挨
拶
回
り
、昏
鐘
湯
菓
な
ど
が
行
わ
れ
る
。
以
上
の
退
山
式
の
法
堂
内
式
次
第
を
略
示
す
る
と
「
疏

帖
宣
読
→
分
座
→
拈
衣
→
升
座
→
祝
聖
・
官
僚
香
→
索
話
→
問
禅
→
提
綱
→
自
敘
→
謝
語
→
結
座
」
と
な
る
。

退
院
出
立
の
日
に
な
る
と
、
諸
堂
に
辞
退
の
挨
拶
回
り
を
す
る
が
、
首
座
や
現
住
の
場
合
は
辞
衆
上
堂
を
行
い
、
挨
拶
と
茶
礼
を
し
て

送
り
出
し
、
西
堂
や
耆
旧
の
場
合
は
適
宜
、
住
持
が
斟
酌
し
て
送
り
出
す
。

『
校
定
清
規
』
の
拝
請
先
の
退
山
式
と
『
禅
苑
清
規
』
と
を
比
較
す
る
と
、『
校
定
清
規
』
の
特
徴
は
二
点
あ
る
。
一
点
は
升
座
説
法
の

次
第
が
「
拈
香
、
索
話
、
問
答
、
提
綱
、
自
敘
、
謝
語
」
と
定
め
ら
れ
、
祝
聖
拈
香
が
組
み
込
ま
れ
た
点
で
あ
る
。

も
う
一
点
は
嗣
法
儀
式
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
で
、
嗣
法
儀
式
の
内
容
は
三
つ
。

１
、�

法
衣
を
付
与
さ
れ
る
。
初
出
世
の
人
に
は
升
座
の
前
に
、専
使
が
用
意
し
た
長
老
用
（
住
持
用
）
の
法
衣
が
付
嘱
さ
れ
る
の
は
『
禅

苑
清
規
』
と
同
じ
だ
。
だ
が
そ
の
際
に
『
校
定
清
規
』
で
は
、
弟
子
の
場
合
に
は
、
住
持
が
法
衣
を
手
渡
し
し
て
、
弟
子
が
披
衣

し
て
大
展
九
拝
し
て
得
法
を
謝
す
る）

（1
（

。

２
、�

嗣
法
香
を
拈
じ
る
。「
嗣
法
香
を
拈
ず
。
或
い
は
入
院
し
て
方
め
て
拈
出
す
」
と
、
退
山
寺
院
も
し
く
は
晋
山
寺
院
で
嗣
法
香
を

拈
ず
る
。

３
、�

師
の
証
明
に
謝
拝
す
る
。
升
座
説
法
の
後
に
住
持
の
証
明
に
対
し
て
触
礼
三
拝
を
す
る
。

こ
の
よ
う
に
南
宋
に
な
る
と
、
嗣
法
関
係
を
公
表
す
る
こ
と
が
定
式
化
さ
れ
は
じ
め
る
。
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二
　
入
院
、
掛
搭
、
視
篆
式

新
命
が
拝
請
先
の
退
山
寺
院
か
ら
晋
山
寺
院
の
安
下
処
に
到
着
す
る
と
、
晋
山
寺
院
先
か
ら
両
班
な
ど
が
出
向
い
て
挨
拶
し
て
、
入
院

の
日
時
や
役
配
な
ど
を
取
り
決
め
る
。
入
院
当
日
は
、

至
期
、
法
器
動
け
ば
、
大
衆
、
三
門
外
に
出
で
、
遠
く
由
り
近
き
に
至
る
ま
で
排
立
し
、
門
首
に
到
れ
ば
迎
接
す
。
住
持
、
門
首
に

至
れ
ば
、
三
門
を
指
さ
す
（
法
語
有
り
）。
次
い
で
仏
殿
に
て
、
焼
香
礼
拝
す
（
法
語
有
り
）。
次
い
で
僧
堂
に
帰
し
て
挂
搭
す
（
清

規
の
載
す
る
に
拠
れ
ば
、
新
住
持
、
三
門
に
入
る
も
包
を
解
か
ず
、
三
門
を
指
さ
し
法
語
有
り
て
、
次
い
で
旦
過
に
帰
し
て
濯
足
す
。

先
に
僧
堂
に
帰
し
て
挂
搭
し
、
方
め
て
仏
殿
に
入
り
て
焼
香
す
。
間
々
古
法
を
行
ず
る
人
有
り
。
亦
た
住
持
の
意
に
在
る
の
み
）。

至
期
動
法
器
、
大
衆
出
三
門
外
、
由
遠
至
近
排
立
、
到
門
首
迎
接
。
住
持
至
門
首
、
指
三
門
（
有
法
語
）。
次
仏
殿
、
焼
香
礼
拝
（
有

法
語
）。
次
帰
僧
堂
挂
搭
（
拠
清
規
載
、
新
住
持
入
三
門
不
解
包
、
指
三
門
有
法
語
、
次
帰
旦
過
濯
足
。
先
帰
僧
堂
挂
搭
、
方
入
仏

殿
焼
香
。
間
有
行
古
法
之
人
。
亦
在
住
持
之
意
））

（（
（

。

新
命
が
晋
山
寺
院
に
向
か
う
と
、
大
衆
は
三
門
の
外
に
出
て
並
び
立
っ
て
迎
接
す
る
。
新
命
が
三
門
に
到
着
す
る
と
三
門
を
指
さ
し
て
法

語
を
唱
え
、
続
い
て
仏
殿
で
焼
香
礼
拝
法
語
を
行
っ
て
、
解
包
洗
足
し
て
僧
堂
に
掛
搭
す
る
。
た
だ
割
注
に
「
清
規
の
載
す
る
に
拠
れ
ば
」

と
し
て
、『
禅
苑
清
規
』
と
同
じ
古
法
の
次
第
（
三
門
法
語
→
解
包
洗
足
→
僧
堂
掛
搭
→
仏
殿
焼
香
）
も
示
さ
れ
て
お
り
、
新
命
の
意
志

で
ど
ち
ら
で
も
よ
い
と
あ
る
。

続
い
て
僧
堂
へ
の
挂
搭
だ
が
、
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挂
搭
の
法
。
僧
堂
前
の
鐘
を
斂
む
。
大
衆
先
ず
鉢
位
に
帰
し
て
立
定
。
住
持
人
、
聖
僧
前
に
て
焼
香
し
、
参
随
と
同と

も

に
大
展
三
拝
す
。

維
那
当
面
に
問
訊
し
て
、
住
持
人
に
鉢
位
に
帰
す
る
を
請
い
、
触
礼
三
拝
し
、
住
持
答
一
拝
す
（
惟お

も

ん
み
る
に
少
林
の
浄
慈
、
霊
隠

に
住
す
る
に
、
並な

べ
て
要か

な

ら
ず
両
班
斉
し
く
送
り
て
鉢
位
に
帰
し
て
、
触
礼
三
拝
す
）。

次
に
維
那
引
い
て
巡
堂
一
匝
し
、
聖
僧
前
に
向
い
て
、
並
べ
て
立
ち
て
問
訊
し
て
出
ず
。
参
随
、
後
に
随
い
出
ず
（
清
規
の
載
す
る

に
拠
れ
ば
、
新
住
持
、
先
ず
入
堂
し
て
焼
香
し
聖
僧
に
参
ず
、
参
随
と
同
に
大
展
三
拜
し
、
同
に
巡
堂
一
匝
す
。
維
那
、
鉢
位
に
就

く
を
請
う
て
、
触
礼
三
拝
し
、
挂
搭
す
）。

挂
搭
之
法
。
斂
僧
堂
前
鐘
。
大
衆
先
帰
鉢
位
立
定
。
住
持
人
、
聖
僧
前
焼
香
、
同
参
随
大
展
三
拝
。
維
那
当
面
問
訊
、
請
住
持
人
帰

鉢
位
。
触
礼
三
拝
、
住
持
答
一
拝
（
惟
少
林
住
浄
慈
霊
隠
、
並
要
両
班
斉
送
帰
鉢
位
、
触
礼
三
拝
）。

次
維
那
引
巡
堂
一
匝
、
向
聖
僧
前
、
並
立
問
訊
而
出
。
参
随
随
後
出
（
拠
清
規
載
、
新
住
持
、
先
入
堂
焼
香
、
参
聖
僧
、
同
参
随
大

展
三
拜
、
同
巡
堂
一
匝
。
維
那
請
就
鉢
位
、
触
礼
三
拝
、
挂
搭
））

（1
（

。

新
命
の
威
儀
が
整
う
と
、
僧
堂
前
の
鐘
を
打
ち
上
げ
る
。
す
る
と
大
衆
が
禅
堂
の
席
次
に
し
た
が
い
立
っ
て
待
つ
。
新
命
は
入
堂
し
て
聖

僧
に
焼
香
し
、
随
行
者
と
と
も
に
座
具
を
大
展
し
て
三
拝
し
、
終
わ
る
と
維
那
が
問
訊
し
て
新
命
に
帰
位
を
請
い
、
着
位
す
る
と
大
衆
が

触
礼
三
拝
し
て
、
新
命
が
答
拝
（
対
拝
）
す
る
。
そ
の
後
に
巡
堂
し
聖
僧
に
問
訊
し
て
退
堂
す
る
。
こ
こ
で
も
割
注
で
「
清
規
の
載
す
る

に
拠
れ
ば
」
と
し
て
、『
禅
苑
清
規
』
と
同
じ
次
第
（
入
堂
→
聖
僧
三
拝
→
巡
堂
→
帰
位
→
触
礼
三
拝
→
退
堂
）
が
記
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
続
い
て
「
次
詣
土
地
堂
、
祖
師
塔
、
焼
香
」
と
、
土
地
堂
と
祖
師
塔
（
堂
）
と
巡
堂
焼
香
が
行
わ
れ
る
。
そ
し
て
『
校
定
清
規
』

で
は
巡
堂
後
の
方
丈
で
の
「
視
篆
式
」
が
詳
述
さ
れ
る
。
視
篆
式
と
は
住
持
就
任
手
続
き
（
実
印
、
歴
代
住
持
、
財
産
目
録
等
の
確
認
）

で
あ
る
。
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然
る
後
ち
方
丈
に
入
り
、
焼
香
一
炷
し
、
座
に
拠
る
。
侍
者
問
訊
し
了
れ
ば
、
主
人
法
語
有
り
。
畢
れ
ば
行
者
、
卓
を
入
れ
、
都
寺

進
前
し
て
問
訊
し
、
寺
印
を
呈
す
。
当
に
預
め
卓
子
に
筆
硯
及
び
寺
印
を
安
排
し
、
仍ま

た
状
子
を
備
え
て
、
卓
上
に
展
ず
。
住
持
、

封
頭
を
看
れ
ば
、
都
寺
開
封
し
、
住
持
に
呈
し
過
ぐ
。

状
に
就
い
て
先
ず
押
字
し
、
次
い
で
日
子
を
書
し
、
行
者
、
日
子
の
処
に
印
ぜ
し
む
。
状
は
係こ

れ
都
寺
が
収
め
、
印
子
は
随す

ぐ即
に
封

押
し
、
衣
鉢
閤
に
帰
し
て
、
衣
鉢
侍
者
或
い
は
親
隨
の
行
者
に
付
与
す
。
行
者
、
卓
を
退
け
ば
、
住
持
、
身
を
起
す
、
知
事
全
班
、

進
前
し
て
立
定
す
（
後
略
）。

然
後
入
方
丈
、
焼
香
一
炷
、
拠
座
。
侍
者
問
訊
了
、
主
人
有
法
語
。
畢
、
行
者
入
卓
、
都
寺
進
前
問
訊
、
呈
寺
印
。
当
預
安
排
卓
子

筆
硯
及
寺
印
、
仍
備
状
子
、
展
於
卓
上
。
住
持
看
封
頭
、
都
寺
開
封
、
呈
過
住
持
。

就
状
先
押
字
、
次
書
日
子
、
行
者
使
印
於
日
子
処
。
状
係
都
寺
収
、
印
子
随
即
封
押
、
帰
衣
鉢
閤
、
付
与
衣
鉢
侍
者
・
或
親
隨
行
者
。

行
者
退
卓
、
住
持
起
身
、
知
事
全
班
、
進
前
立
定
（
後
略
））

（1
（

。

最
初
に
新
命
住
持
が
焼
香
し
て
座
に
就
く
。
そ
う
す
る
と
侍
者
が
問
訊
し
て
、新
命
住
持
が
法
語
を
唱
え
る
。
終
わ
る
と
行
者
が「
筆
、硯
、

寺
印
、
状
子
（
証
明
書
等
）」
を
並
べ
た
机
を
運
び
入
れ
る
。
す
る
と
都
寺
が
問
訊
し
て
新
命
住
持
に
封
緘
さ
れ
た
寺
印
を
呈
示
し
、
新

命
住
持
が
封
緘
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
か
ら
、
都
寺
が
開
封
し
て
、
新
命
住
持
に
寺
印
の
内
容
を
展
覧
し
て
も
ら
う
。

そ
の
後
で
新
命
住
持
は
状
子
に
自
署
し
日
付
を
書
く
と
、
行
者
が
寺
印
を
日
付
に
押
す
。
状
子
は
都
寺
が
収
納
し
、
寺
印
は
す
ぐ
さ
ま

封
緘
し
て
、
住
持
用
の
保
管
庫
に
し
ま
っ
て
侍
者
や
行
者
に
管
理
さ
せ
る
。
行
者
が
机
を
下
げ
る
と
、
住
持
が
立
ち
上
が
り
、
知
事
と
両

班
が
前
に
出
て
立
っ
て
、
焼
香
礼
拝
が
行
わ
れ
、
祝
賀
が
述
べ
ら
れ
て
、
視
篆
式
は
完
了
す
る
。

以
上
『
校
定
清
規
』
に
お
け
る
入
門
か
ら
式
次
第
前
半
メ
イ
ン
行
事
で
あ
る
視
篆
式
ま
で
を
略
示
す
る
と
「
三
門
法
語
→
仏
殿
焼
香
法

語
→
僧
堂
掛
搭
（
僧
堂
→
仏
殿
も
可
）
→
土
地
堂
焼
香
→
祖
師
塔
焼
香
→
方
丈
焼
香
法
語
→
視
篆
式
」
と
な
る
。
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三
　
出
斎
、
上
堂

視
篆
式
後
、
新
命
住
持
が
方
丈
に
帰
る
と
、
新
命
住
持
を
斎
食
へ
招
待
す
る
「
請
斎
」
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
内
容
は
、

都
寺
、
具
状
も
て
斎
を
請
う
。
香
を
懐
ん
で
方
丈
に
詣
で
稟
覆
す
。
庫
司
行
者
、
箱
袱
を
安
排
し
て
状
子
を
托
し
、
都
寺
焼
香
し
て

状
を
取
り
て
呈
す
。
常
法
の
如
し
。
次
い
で
行
者
を
し
て
諸
山
及
び
西
堂
・
知
事
・
頭
首
・
大
耆
旧
・
専
使
に
点
心
を
請
わ
し
め
、

更か

え
て
少
し
く
歇
む
。

都
寺
、
具
状
請
斎
。
懐
香
詣
方
丈
稟
覆
。
庫
司
行
者
安
排
箱
袱
托
状
子
、
都
寺
焼
香
取
状
呈
。
如
常
法
。
次
令
行
者
請
諸
山
及
西
堂
・

知
事
・
頭
首
・
大
耆
旧
・
専
使
点
心
、
更
少
歇）

（1
（

。

都
寺
が
信
者
に
よ
る
祝
斎
の
招
待
状
と
お
香
を
も
っ
て
方
丈
に
詣
で
て
、
新
命
住
持
に
祝
斎
へ
の
出
頭
を
要
請
す
る
。
作
法
内
容
は
、
庫

司
行
者
が
箱
と
包
み
に
入
れ
た
招
待
状
を
持
っ
て
上
が
り
、
都
寺
が
お
香
を
持
っ
て
焼
香
を
し
て
か
ら
、
都
寺
が
招
待
状
を
取
り
出
し
て
、

新
命
住
持
に
呈
上
し
た
。

一
方
、
西
堂
や
諸
山
な
ど
の
来
賓
は
、
寝
堂
（
応
接
室
）
へ
と
入
り
、
そ
こ
で
行
者
に
よ
っ
て
茶
礼
点
心
が
振
る
舞
わ
れ
休
憩
す
る
。

新
命
住
持
が
出
斎
を
受
け
る
と
、
斎
の
前
に
「
斎
前
上
堂
」
が
行
わ
れ
た
。
い
わ
ば
信
者
の
食
施
に
対
し
て
、
住
持
か
ら
の
法
施
で
の

返
礼
で
あ
る
。

焼
香
侍
者
、
住
持
に
斎
前
上
堂
を
覆う

か
がう

。
仍ま

た
行
者
を
し
て
知
事
・
頭
首
・
単
寮
・
諸
寮
に
牌
を
挂
け
て
覆
わ
し
む
。
行
者
を
し
て
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預
め
香
卓
・
香
炉
を
法
座
前
の
東
畔
に
安
排
せ
し
め
、
專
使
が
焼
香
行
礼
し
、
住
持
が
疏
帖
を
熏
じ
、
仍
た
和
会
の
禅
客
が
問
話
す

る
を
準
備
せ
し
む
。

焼
香
侍
者
覆
住
持
斎
前
上
堂
。
仍
令
行
者
覆
知
事
・
頭
首
・
単
寮
・
諸
寮
挂
牌
。
令
行
者
預
安
排
香
卓
・
香
炉
於
法
座
前
東
畔
、
準

備
專
使
焼
香
行
礼
、
住
持
熏
疏
帖
、
仍
和
会
禅
客
問
話）

（1
（

。

事
前
準
備
は
、
ま
ず
焼
香
侍
者
が
住
持
に
斎
前
に
上
堂
を
行
う
こ
と
を
上
申
し
、
そ
う
し
て
か
ら
行
者
に
上
堂
牌
を
各
寮
に
掛
け
さ
せ
て
、

知
事
な
ど
に
上
堂
を
知
ら
せ
る
。
さ
ら
に
行
者
は
、
法
堂
に
香
卓
と
香
炉
を
法
座
前
の
東
端
に
配
置
し
、
專
使
に
よ
る
焼
香
礼
拝
、
住
持

に
よ
る
疏
帖
の
熏
香
、
禅
客
に
よ
る
問
答
の
準
備
支
度
を
行
う
。
ま
た
統
括
役
で
あ
る
都
寺
は
こ
の
時
に
、

都
寺
預
め
維
那
首
座
に
疏
帖
等
を
宣
ぶ
る
人
を
請
う
（
先
ず
敕
黄
を
読
み
、
省
剳
或
い
は
府
帖
、
山
門
疏
、
諸
山
疏
、
次
第
に
宣
読

す
。
有
る
処
は
、
都
寺
首
座
宣
読
せ
ず
、
只
だ
下
手
人
に
分
け
て
宣
ぶ
、
亦
た
嚫
銭
一
分
有
り
）。

都
寺
預
請
維
那
首
座
宣
疏
帖
等
人
（
先
読
敕
黄
、
省
剳
或
府
帖
、
山
門
疏
、
諸
山
疏
、
次
第
宣
読
。
有
処
、
都
寺
首
座
不
宣
読
、
只

分
下
手
人
宣
、
亦
有
嚫
銭
一
分
））

（1
（

。

維
那
首
座
に
疏
帖
を
宣
読
す
る
人
を
要
請
し
て
お
く
。
宣
読
方
法
は
、
最
初
に
敕
黄
を
読
み
、
次
に
省
劄
か
府
帖
を
読
み
、
そ
の
後
で
山

門
疏
、
諸
山
疏
と
読
ん
で
い
く
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
『
校
定
清
規
』
で
は
、
晋
山
式
で
の
宣
読
が
明
確
に
定
式
化
さ
れ
る
。『
禅
苑
清
規
』
で
は
、
拝
請
先
の
寺
院
で
の
書
疏

の
宣
読
は
あ
っ
た
が
、
晋
山
先
の
寺
院
で
の
宣
読
は
表
記
さ
れ
ず
不
明
で
あ
っ
た
。

さ
て
斎
前
上
堂
が
は
じ
ま
る
。
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斎
前
。
行
者
先
ず
侍
者
に
鳴
鼓
を
覆う

か
がい

、
次
ぎ
て
住
持
に
覆
う
。
侍
者
須
ら
く
疏
帖
、
法
座
前
に
安
排
し
、
維
那
に
宣
読
を
請
い
た

る
等
の
事
、
周
く
備
わ
る
や
否
や
を
問
う
べ
し
。
祝
香
幾
片
は
、
須
ら
く
隔
日
に
安
排
す
べ
し
。
時
に
臨
み
て
又
た
当
に
問
過
す
べ

し
。
惟
ん
み
る
に
法
嗣
香
一
片
は
、
住
持
自
ら
懷
中
し
て
、
時
に
臨
ん
で
拈
出
す
。

斎
前
。
行
者
先
覆
侍
者
鳴
鼓
、
次
覆
住
持
。
侍
者
須
問
、
疏
帖
安
排
法
座
前
、
請
維
那
宣
読
等
事
、
周
備
否
。
祝
香
幾
片
、
須
隔
日

安
排
。
臨
時
又
当
問
過
。
惟
法
嗣
香
一
片
、
住
持
自
懷
中
、
臨
時
拈
出）

（1
（

。

行
者
が
ま
ず
侍
者
に
法
鼓
を
鳴
ら
し
て
よ
い
か
を
う
か
が
い
、
侍
者
が
取
り
次
い
で
住
持
に
出
頭
を
お
う
か
が
い
す
る
。
侍
者
は
事
前
に

疏
帖
が
法
座
に
配
置
さ
れ
て
い
る
か
や
、
維
那
に
宣
読
な
ど
を
頼
ん
だ
か
な
ど
、
全
て
準
備
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
祝
香
は
侍
者
が
数
日
前
か
ら
用
意
し
て
お
く
。
そ
し
て
本
番
前
に
も
再
度
確
認
す
る
。
た
だ
法
嗣
香
だ
け
は
、
住
持
が
懐
に

入
れ
て
お
い
て
、
自
分
で
拈
出
す
る
こ
と
に
な
る
。

侍
者
、
住
持
に
祇
候
し
て
、
寝
堂
に
出
で
て
坐
す
。
侍
者
当
面
に
問
訊
し
了
っ
て
、
東
辺
に
転
じ
て
立
つ
。
方
丈
行
者
も
当
面
に
問

訊
し
了
っ
て
、
西
辺
に
転
じ
て
立
つ
。
侍
者
却
下
し
て
法
堂
東
北
角
の
側
に
立
つ
。
二
鼓
に
衆
集
へ
ば
、
専
使
、
侍
者
と
同と

も

に
入
り
、

住
持
に
出
づ
る
を
請
う
。

侍
者
祇
候
住
持
、
出
寝
堂
坐
。
侍
者
当
面
問
訊
了
、
転
東
辺
立
。
方
丈
行
者
当
面
問
訊
了
、
転
西
辺
立
。
侍
者
却
下
法
堂
東
北
角
側

立
。
二
鼓
衆
集
、
専
使
同
侍
者
入
、
請
住
持
出）

（1
（

。

上
堂
は
、
ま
ず
住
持
が
侍
者
に
付
き
従
わ
れ
て
、
方
丈
か
ら
寝
堂
に
出
頭
し
、
住
持
は
そ
こ
に
坐
す
。
侍
者
は
正
面
で
問
訊
し
て
か
ら
、

転
身
し
て
東
辺
に
立
つ
。
方
丈
行
者
も
正
面
で
問
訊
し
て
か
ら
、
転
身
し
て
西
辺
に
立
つ
。
つ
ま
り
こ
の
時
、
寝
堂
は
法
堂
に
出
頭
す
る
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前
の
控
室
と
な
る
。

そ
し
て
侍
者
が
一
度
、
寝
堂
か
ら
退
室
し
て
法
堂
に
行
き
、
法
堂
の
状
況
を
確
認
す
る
。
二
通
目
の
法
鼓
が
鳴
り
大
衆
が
集
ま
る
と
、

侍
者
は
専
使
と
と
も
に
、
寝
堂
に
入
っ
て
住
持
に
上
堂
を
要
請
す
る
。

且
に
法
座
の
左
辺
に
、
南
に
面
し
て
立
た
ん
と
す
（
如
し
初
出
世
の
人
な
ら
ば
、
別
処
に
在
り
て
請
を
受
け
已
り
、
拈
衣
し
法
語
有

ら
ば
、
此
の
処
に
て
更
に
重
畳
せ
ず
。
如
し
未
だ
拈
出
せ
ざ
れ
ば
、
当
に
先
ず
拈
衣
し
て
法
語
有
っ
て
、
然
る
後
に
披
衣
す
べ
し
）。

専
使
焼
香
し
て
、
勅
黄
或
い
は
省
剳
を
度
し
、
帖
に
及
び
、
次
い
で
疏
。
住
持
拈
じ
罷
れ
ば
、
専
使
一
一
に
親
し
く
接
し
、
行
者
に

遞
与
し
、
宣
読
人
に
度
与
す
。
仍
っ
て
預
め
行
者
両
人
を
し
て
疏
帖
を
扛か

つ

が
し
む
。

先
に
計
会
し
て
、
侍
者
、
疏
帖
を
拈
じ
て
幾
番
の
法
語
有
る
か
、
或
い
は
逐
一
に
法
語
有
る
か
を
覆
過
す
。

則
ち
次
第
に
之
れ
を
度
せ
ば
、
位
に
退
き
帰
す
。
宣
読
畢
る
を
俟
っ
て
、
再
び
焼
香
し
、
両
展
三
拝
す
。
住
持
或
い
は
免
じ
、
或
い

は
触
礼
、
或
い
は
問
訊
す
。

且
於
法
座
左
辺
、
面
南
而
立
（
如
初
出
世
人
、
在
別
処
受
請
已
、
拈
衣
有
法
語
、
此
処
更
不
重
畳
。
如
未
拈
出
、
当
先
拈
衣
有
法
語
、

然
後
披
衣
）。

専
使
焼
香
、
度
勅
黄
或
省
剳
、
及
帖
、
次
疏
。
住
持
拈
罷
、
専
使
一
一
親
接
、
遞
与
行
者
、
度
与
宣
読
人
。
仍
預
令
行
者
両
人
扛
疏

帖
。

先
計
会
、
侍
者
覆
過
拈
疏
帖
有
幾
番
法
語
或
逐
一
有
法
語
。

則
次
第
度
之
、
退
帰
位
。
俟
宣
読
畢
、
再
焼
香
、
両
展
三
拝
。
住
持
或
免
、
或
触
礼
、
或
問
訊）

（1
（

。

住
持
が
法
堂
に
出
頭
す
る
と
、
法
座
の
左
辺
（
法
座
の
前
の
左
辺
）
に
南
面
し
て
立
つ
。
注
記
に
よ
る
と
、
初
出
世
の
人
で
、
退
院
先
で
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法
衣
を
布
施
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
こ
こ
で
始
め
て
住
持
用
の
衣
を
拈
衣
し
て
法
語
を
唱
え
て
か
ら
披
衣
す
る
。

宣
読
の
作
法
は
、
専
使
が
焼
香
を
し
て
、
住
持
に
勅
黄
あ
る
い
は
省
剳
、
次
に
帖
そ
し
て
疏
と
い
う
順
番
で
渡
す
。
住
持
が
拈
じ
終
わ

る
と
、
専
使
は
一
つ
一
つ
受
け
取
り
、
行
者
に
順
繰
り
に
渡
し
て
、
宣
読
役
に
送
る
。

疏
帖
を
法
堂
で
運
び
入
れ
て
く
る
時
な
ど
は
、
行
者
二
人
が
疏
帖
を
差
し
上
げ
て
持
ち
運
ぶ
。
ま
た
事
前
に
、
住
持
が
疏
帖
を
拈
じ
た

時
に
法
語
を
何
回
唱
え
る
か
、
も
し
く
は
逐
一
唱
え
る
か
を
う
か
が
っ
て
、
回
数
を
す
り
合
わ
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
あ
る
。

専
使
は
順
次
疏
帖
を
行
者
に
渡
し
た
ら
、
立
ち
位
置
に
戻
る
。
宣
読
が
終
わ
る
の
を
待
っ
て
、
再
び
焼
香
し
て
住
持
に
両
展
三
拝
す
る
。

住
持
は
そ
れ
を
さ
え
ぎ
り
礼
拝
を
免
除
さ
せ
る
か
、
あ
る
い
は
触
礼
か
問
訊
で
答
え
る
。

以
上
『
校
定
清
規
』
に
お
け
る
視
篆
式
後
か
ら
法
堂
へ
の
上
堂
ま
で
を
略
示
す
る
と
「
方
丈
に
て
請
斎
受
け
→
来
賓
茶
礼
と
上
堂
準
備

→
寝
堂
控
え
→
法
堂
法
鼓
出
頭
→
拈
疏
帖
・
宣
読
法
語
」
と
な
る
。

四
　
祝
聖
開
堂

官
費
が
支
給
さ
れ
官
員
（
官
僚
）
が
来
臨
し
た
場
合
は
祝
聖
開
堂
と
な
る
。

或
い
は
開
堂
祝
聖
は
、
則
ち
官
員
自
ら
疏
を
度
す
。
然
る
後
ち
法
座
を
指
す
（
法
語
有
り
）。
登
座
し
て
、
先
ず
拈
香
し
て
祝
聖
し
、

次
に
官
僚
に
し
、
次
に
法
嗣
を
明
ら
に
し
て
、
就
座
す
（
侍
者
、
逐
一
香
を
度
す
。
須す

べ
か用

ら
く
香
合
よ
り
盛
接
し
て
、
逐
一
、
炉
中

に
挿
む
べ
し
）。

如
し
係こ

れ
開
堂
な
ら
ば
、
諸
山
一
人
或
い
は
上
首
一
人
、
法
座
前
の
右
辺
に
就
き
、
白
槌
し
て
（
法
筵
龍
象
衆
、
当
に
第
一
義
を
観

る
べ
し
と
）
云
い
、
住
持
方
め
に
垂
語
し
て
、
禅
客
問
話
す
べ
し
。
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或
開
堂
祝
聖
、
則
官
員
自
度
疏
。
然
後
指
法
座
（
有
法
語
）。
登
座
、
先
拈
香
祝
聖
、
次
官
僚
、
次
明
法
嗣
、
就
座
（
侍
者
逐
一
度
香
。

須
用
香
合
盛
接
、
逐
一
挿
向
炉
中
）。

如
係
開
堂
、
諸
山
一
人
或
上
首
一
人
、
就
法
座
前
右
辺
、
白
槌
云
（
法
筵
龍
象
衆
、
当
観
第
一
義
）。
住
持
方
垂
語
、
禅
客
問
話）

11
（

。

最
初
は
疏
帖
受
け
と
宣
読
だ
が
、
専
使
の
場
合
と
異
な
る
の
は
、
官
員
が
自
身
で
疏
を
手
渡
し
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
次
が
祝
聖
で
、
法

語
を
唱
え
て
法
座
に
登
り
、
祝
聖
、
官
僚
、
嗣
法
と
順
に
拈
香
法
語
が
行
わ
れ
る
。
最
後
が
開
堂
で
、
法
座
前
の
左
辺
に
官
員
（
専
使
）

が
立
っ
て
い
る
の
と
対
に
な
る
よ
う
に
諸
山
か
上
首
か
が
法
座
前
の
右
辺
に
出
て
き
て
白
槌
師
（
精
義
・
探
題
）
と
な
り
、
白
槌
し
て
問

答
の
開
始
を
告
げ
る
。
住
持
が
は
じ
め
に
垂
語
を
し
、
そ
の
後
で
禅
客
と
の
問
答
に
入
る
。

さ
て
『
校
定
清
規
』
で
は
、
こ
こ
で
開
堂
に
つ
い
て
の
説
明
が
入
る
。

所
謂
る
開
堂
と
は
、
古
え
従
り
之
れ
有
り
。
輦
下
に
請
を
受
く
る
が
如
く
、
係こ

れ
朝
廷
、
官
に
委
ね
て
、
請
じ
て
某
寺
に
就
か
し
む
。

祝
聖
開
堂
は
、
費
用
係
れ
官
支
す
。

故
に
州
郡
、
此
れ
に
效な

ら

い
、
或
い
は
請
じ
て
州
衙
に
就
か
し
め
、
或
い
は
請
じ
て
城
寺
に
就
か
し
め
、
或
い
は
本
寺
に
就
か
し
む
る

は
、
皆
な
官
員
自
ら
疏
を
度
し
、
嚫
銭
等
の
費
も
、
亦
た
係
れ
官
支
す
。
今
の
入
院
、
自
ら
開
堂
を
冐お

か

す
は
、
非
な
り
。

所
謂
開
堂
、
従
古
有
之
。
如
輦
下
受
請
、
係
朝
廷
委
官
、
請
就
某
寺
。
祝
聖
開
堂
、
費
用
係
官
支
。

故
州
郡
效
此
、
或
請
就
州
衙
、
或
請
就
城
寺
、
或
就
本
寺
、
皆
官
員
自
度
疏
、
嚫
銭
等
費
、
亦
係
官
支
。
今
之
入
院
、
冐
自
開
堂
、

非
也）

1（
（

。

開
堂
と
い
う
の
は
昔
か
ら
あ
っ
て
、
本
来
は
皇
帝
が
直
接
要
請
す
る
の
を
、
朝
廷
が
官
僚
に
委
託
し
て
、
住
持
に
要
請
し
て
寺
院
に
就
い
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た
。
な
の
で
祝
聖
開
堂
の
費
用
は
、
官
庫
か
ら
布
施
支
給
さ
れ
た
。

ゆ
え
に
州
郡
で
も
こ
れ
を
遵
守
し
、
州
政
府
管
轄
の
寺
院
、
城
街
内
の
寺
院
、
本
寺
に
就
く
と
き
は
、
官
僚
が
来
院
し
て
公
帖
を
手
渡

し
し
、
官
費
か
ら
費
用
が
支
給
さ
れ
る
。
現
在
、
入
寺
の
時
に
、
官
僚
の
来
院
も
な
く
費
用
の
施
与
も
な
い
の
に
、
自
分
た
ち
だ
け
で
開

堂
を
行
お
う
と
す
る
の
は
い
か
が
な
も
の
か
、
と
『
校
定
清
規
』
は
批
判
し
て
い
る
。

つ
ま
り
開
堂
と
は
、
本
来
、
皇
帝
な
ど
の
治
世
者
・
俗
人
が
、
教
示
や
衆
生
教
化
を
要
請
し
、
そ
れ
に
応
じ
て
行
う
も
の
で
あ
っ
て
、

寺
院
側
が
支
出
を
し
て
僧
侶
だ
け
で
行
う
の
は
、
布
施
や
教
化
と
い
う
観
点
か
ら
本
末
転
倒
で
あ
る
と
い
う
批
判
で
あ
る
。

こ
れ
は
逆
に
言
え
ば
、
南
宋
時
代
に
は
、
皇
帝
な
ど
が
檀
那
で
な
い
寺
院
や
僧
侶
で
も
、
祝
聖
開
堂
を
行
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
つ
ま

り
祝
聖
開
堂
の
本
来
の
意
味
が
薄
れ
、
住
持
や
檀
越
が
み
ず
か
ら
を
権
威
付
け
る
た
め
、
も
し
く
は
習
慣
的
に
祝
聖
開
堂
が
行
わ
て
い
た
。

さ
て
開
堂
の
式
次
第
に
戻
っ
て
、
禅
客
と
の
問
答
が
終
わ
る
と
、
提
綱
、
敘
謝
と
続
く
。

問
答
罷
れ
ば
提
綱
し
、
提
綱
罷
れ
ば
敘
謝
す
。
如
し
官
員
・
檀
越
・
諸
山
の
入
院
を
送
る
有
れ
ば
、
侍
者
須す

べ
か令

ら
く
客
頭
を
し
て
、

子
細
に
称
呼
を
借
問
し
て
、
目
子
に
具
し
て
、
逐
一
謝
を
称
す
べ
し
。
必
ず
し
も
多
く
談
ず
べ
か
ら
ず
。
蓋
し
専
ら
祝
聖
す
る
が
故

な
り
。
如
し
官
員
無
く
ん
ば
、
或
い
は
一
併
し
て
専
使
・
西
堂
・
知
事
・
頭
首
・
単
寮
・
蒙
堂
・
諸
寮
の
耆
旧
・
大
衆
の
暫
到
等
の

人
を
謝
す
。
敘
謝
罷
れ
ば
、
結
座
な
り
。
如
し
開
堂
な
れ
ば
、
又
た
白
槌
し
て
（
法
王
法
を
諦
観
せ
り
、
法
王
法
是
の
如
し
）
と
云

い
て
、
住
持
下
座
す
べ
し
。

問
答
罷
提
綱
、
提
綱
罷
敘
謝
。
如
有
官
員
・
檀
越
・
諸
山
送
入
院
、
侍
者
須
令
客
頭
、
子
細
借
問
称
呼
、
具
目
子
、
逐
一
称
謝
。
不

必
多
談
。
蓋
専
祝
聖
故
也
。
如
無
官
員
、
或
一
併
謝
専
使
・
西
堂
・
知
事
・
頭
首
・
単
寮
・
蒙
堂
・
諸
寮
耆
旧
・
大
衆
暫
到
等
人
。

敘
謝
罷
、
結
座
。
如
開
堂
、
又
白
槌
云
（
諦
観
法
王
法
、
法
王
法
如
是
）、
住
持
下
座）

11
（

。
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敘
謝
は
自
叙
と
謝
語
に
分
か
れ
る
。
自
叙
は
自
分
の
感
想
で
あ
り
、
謝
語
は
列
席
に
感
謝
の
語
を
述
べ
る
こ
と
で
、
官
員
・
檀
越
・
諸
山

が
列
席
し
て
い
れ
ば
、
事
前
に
侍
者
が
客
頭
に
命
じ
て
、
呼
称
や
職
名
を
聞
い
て
目
録
に
記
載
し
て
、
一
人
ひ
と
り
に
簡
単
に
謝
語
を
敘

べ
る
。
も
し
官
員
が
列
席
し
て
い
な
け
れ
ば
、
専
使
以
下
を
一
回
に
ま
と
め
れ
ば
よ
い
。

そ
し
て
謝
語
を
敘
べ
れ
ば
敘
謝
が
終
り
、
結
座
と
な
る
。
開
堂
の
場
合
は
、
白
槌
が
あ
っ
て
か
ら
、
住
持
が
下
座
す
る
。
こ
の
後
『
校

定
清
規
』
で
は
人
事
、
巡
塔
、
出
斎
、
茶
礼
が
あ
り
、
昏
鐘
後
に
入
院
小
参
と
な
り
、
翌
日
の
諸
儀
式
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は

省
略
す
る
。

以
上
『
校
定
清
規
』
に
お
け
る
上
堂
後
の
祝
聖
開
堂
か
ら
結
座
ま
で
を
略
示
す
れ
ば
「
法
語
登
座
（
陞
座
）
→
祝
聖
・
官
僚
香
・
嗣
法

香
→
開
堂
白
槌
→
垂
語
→
問
禅
→
提
綱
→
自
叙
→
謝
語
→
白
槌
→
下
座
（
後
、
挨
拶
、
巡
塔
、
出
斎
、
茶
礼
）」
と
な
る）

11
（

。

五
　
寺
院
と
住
持
の
存
在
意
義

さ
て
こ
れ
ま
で
『
校
定
清
規
』
を
読
ん
で
、
南
宋
の
晋
山
式
を
見
て
き
た
。『
校
定
清
規
』
で
は
晋
山
式
の
意
味
に
つ
い
て
明
示
さ
れ

て
い
な
い
。
こ
れ
は
す
で
に
『
禅
苑
清
規
』
に
、
住
持
と
晋
山
式
の
意
味
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

た
だ
第
二
六
の
新
住
持
入
院
の
末
に
、
住
持
と
寺
院
の
意
味
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
れ
を
読
ん
で
、
南
宋
時
代
に
は
住

持
と
寺
院
の
存
在
意
義
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
、
そ
の
一
端
を
う
か
が
お
う
。

最
初
は
住
持
な
ど
人
の
上
に
立
つ
者
の
心
が
け
に
つ
い
て
で
、

夫
れ
主
為
る
者
の
貴
ぶ
所
は
、
人
を
待
す
る
に
厚
を
以
っ
て
し
、
事
に
臨
む
に
荘
を
以
っ
て
す
。
語
言
の
邪
正
を
察
し
、
狂
妄
の
乱

惑
を
識
る
。
労
苦
、
恤あ

わ

れ
ま
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
過
失
且
に
自
ら
知
る
宜べ

し
。
倘も

し
能
く
是
の
如
く
な
れ
ば
、
則
ち
器
大お

お

く
声
宏ひ

ろ

ご
り
、
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本
隆
く
末
盛
ん
な
り
。

夫
為
主
者
所
貴
、
待
人
以
厚
、
臨
事
以
荘
。
察
語
言
之
邪
正
、
識
狂
妄
之
乱
惑
。
労
苦
不
可
不
恤
、
過
失
且
宜
自
知
。
倘
能
如
是
、

則
器
大
声
宏
、
本
隆
末
盛
矣）

11
（

。

人
と
接
す
る
と
き
は
厚
遇
歓
待
し
、
式
事
に
臨
む
と
き
は
荘
厳
に
す
る
。
そ
し
て
自
他
の
言
葉
の
邪
正
を
推
し
量
り
、
行
為
の
正
否
を
認

識
し
て
行
う
。
苦
労
し
て
い
る
人
に
は
憐
れ
み
恵
み
、
過
失
は
自
分
で
反
省
し
て
分
か
る
よ
う
に
す
る
。
も
し
こ
の
よ
う
に
で
き
た
な
ら

ば
、
大
人
物
と
な
り
名
声
も
あ
が
り
、
本
来
の
目
的
で
あ
る
仏
法
興
隆
も
、
そ
れ
以
外
の
些
末
な
事
柄
も
盛
大
に
な
る
だ
ろ
う
。

次
は
寺
院
の
運
営
者
と
し
て
心
得
る
べ
き
こ
と
で
、

古
え
、
叢
林
を
建
立
す
る
は
、
老
病
の
為
に
設
く
。
所
以
に
堂
主
に
命
じ
て
、
以
て
薬
餌
を
司
ら
し
め
、
戒
常
住
、
其
の
供
需
に
足

ら
し
め
よ
。
此
れ
先
仏
の
規
制
な
り
。

又
た
況
や
八
福
田
中
、
病
を
直
す
を
第
一
と
為
す
。
今
諸
方
の
延
寿
堂
、
有
名
無
実
。
衲
子
、
病
に
遇
は
ば
、
其す

間か
ん

に
囚
わ
る
る
が

如
し
。
良ま

こ
とに

憫
む
べ
き
な
り
。
万
一
、
郷
曲
、
人
の
虧
く
る
を
看
る
無
く
ん
ば
、
公く

が
い界

、
当
に
人
を
差
し
て
之
れ
を
直
し
、
速
期
に

病
安
ん
ず
べ
し
。

惟
ん
み
る
に
是
れ
天
童
、
凡
そ
一
病
僧
に
、
一
小
僕
を
差
し
て
供
過
す
。
住
持
為
る
者
、
当
に
菩
薩
慈
悲
の
心
を
推
し
、
意
を
此
に

留
む
べ
し
。
更
に
垂
老
の
士
有
り
て
、
挂
搭
を
欲
求
せ
ば
、
宜
し
く
之
れ
を
阻
む
べ
か
ら
ず
。
能
く
此
の
二
事
を
行
ず
る
は
、
真
の

善
知
識
な
り
。

古
者
、
建
立
叢
林
、
為
老
病
設
。
所
以
命
堂
主
、
司
以
薬
餌
、
戒
常
住
足
其
供
需
。
此
先
仏
規
制
也
。

又
況
八
福
田
中
、
直
病
為
第
一
。
今
諸
方
延
寿
堂
、
有
名
無
実
。
衲
子
遇
病
、
如
囚
其
間
。
良
可
憫
也
。
万
一
郷
曲
無
人
看
虧
、
公
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界
当
差
人
直
之
、
速
期
病
安
。

惟
是
天
童
、
凡
一
病
僧
、
差
一
小
僕
供
過
。
為
住
持
者
、
当
推
菩
薩
慈
悲
之
心
、
留
意
於
此
。
更
有
垂
老
之
士
、
欲
求
挂
搭
、
不
宜

阻
之
。
能
行
此
二
事
、
真
善
知
識
矣）

11
（

。

元
来
、
叢
林
（
寺
院
）
と
い
う
も
の
は
山
林
頭
陀
や
行
脚
が
で
き
な
い
老
人
や
病
人
の
た
め
に
建
立
さ
れ
た
。
だ
か
ら
堂
主
に
は
薬
や
食

事
を
管
理
さ
せ
て
、
常
住
す
る
修
行
僧
へ
十
分
に
供
与
し
な
い
と
い
け
な
い
。
こ
れ
は
釈
尊
の
規
制
で
あ
る
。

ま
た
『
禅
苑
清
規
』
巻
四
の
延
寿
堂
主
浄
頭
に
「
八
福
田
中
、
直
病
為
第
一
」
と
言
う
よ
う
に
、
八
種
類
の
人
（
仏
、
聖
人
、
僧
。
和

尚
、
阿
闍
梨
、
父
、
母
。
病
人
。）
の
う
ち
、
病
人
を
治
療
す
る
の
を
第
一
の
供
養
と
す
る
が
、
今
、
治
療
院
で
あ
る
諸
方
の
延
寿
堂
は

有
名
無
実
と
な
っ
て
お
り
、
行
脚
僧
が
病
気
に
な
っ
て
延
寿
堂
に
入
っ
て
も
、
ま
る
で
囚
人
の
よ
う
な
扱
い
で
あ
り
、
可
哀
想
だ
。
ま
た

村
や
地
域
に
病
人
な
ど
が
あ
っ
て
面
倒
を
見
る
人
が
い
な
い
な
ら
ば
、
お
寺
で
人
を
派
遣
し
て
治
療
し
て
、
速
や
か
に
安
心
さ
せ
る
べ
き

で
あ
る
。

天
童
寺
で
は
、
病
気
の
僧
一
人
に
、
一
人
の
看
病
人
を
差
し
遣
わ
し
て
世
話
を
さ
せ
て
い
る
。
住
持
た
る
も
の
は
、
菩
薩
の
慈
悲
心
に

留
意
し
な
い
と
い
け
な
い
。
ま
た
老
人
で
あ
っ
て
も
、
修
行
し
た
い
と
求
め
る
な
ら
、
拒
否
す
べ
き
で
な
い
。
病
人
や
老
人
と
い
っ
た
弱

者
に
は
慈
悲
心
で
対
応
す
る
の
が
、
真
の
善
知
識
で
あ
る
、
と
い
う
。

最
後
に
寺
院
の
経
営
者
と
し
て
、

土
木
の
一
事
、
衆
口
を
減つ

い

え
尅け

ず

り
旧
規
を
剏そ

こ
ない

易か

う
る
べ
か
ら
ず
。
謂お

も

え
ら
く
我
が
住
持
は
能
く
此
の
事
を
成
し
、
又
た
日
に
就
い

て
傾
頽
す
る
を
坐
視
す
べ
か
ら
ず
。
当
に
常
住
の
有
無
を
計
り
、
檀
度
を
誘
化
し
、
利
を
後
に
垂
る
べ
し
。

山
門
或
い
は
四
方
に
化
を
遣
わ
す
有
れ
ば
、
或
い
は
僧
、
或
い
は
行
、
宜
し
く
紹
続
に
与
る
べ
し
。
或
い
は
建
会
の
類
、
皆
な
廃や

む

南宋の晋山式と住持の職能　―出世の新しい意味― 　36



べ
か
ら
ず
。
当
に
古
人
建
立
の
難
を
思
う
べ
し
。
施
主
、
山
に
到
れ
ば
、
慇
懃
に
祇
待
せ
よ
。
庶

こ
い
ね
がわ

く
ば
信
心
を
広
げ
ん
こ
と
を
。

土
木
一
事
、
不
可
減
尅
衆
口
剏
易
旧
規
。
謂
我
住
持
能
成
此
事
、
又
不
可
坐
視
日
就
傾
頽
。
当
計
常
住
有
無
、
誘
化
檀
度
、
垂
利
於

後
。

山
門
或
有
遣
化
四
方
、
或
僧
或
行
、
宜
与
紹
続
。
或
建
会
之
類
、
皆
不
可
廃
。
当
思
古
人
建
立
之
難
。
施
主
到
山
、
慇
懃
祇
待
。
庶

広
信
心
也）

11
（

。

農
耕
土
木
は
、
大
衆
の
食
い
扶
持
（
収
穫
量
）
を
減
少
さ
せ
た
り
、
従
来
の
方
式
を
改
悪
し
て
し
ま
っ
て
は
い
け
な
い
。
住
持
た
る
も
の

は
、
よ
く
よ
く
こ
の
事
を
考
え
な
さ
い
。
ま
た
日
に
日
に
寺
院
の
経
営
が
傾
き
土
地
建
物
が
廃
れ
て
い
く
の
を
座
視
し
て
い
て
は
い
け
な

い
。
ま
さ
に
寺
の
資
財
で
あ
る
常
住
物
の
有
無
状
況
を
計
算
計
画
し
て
、
檀
信
徒
の
布
施
を
誘
引
教
化
し
、
寺
院
の
利
益
財
を
後
世
に
引

き
継
い
で
い
く
べ
き
で
あ
る
。

寺
院
が
僧
侶
や
行
者
を
遣
わ
し
て
、
色
々
な
と
こ
ろ
に
布
教
や
お
参
り
を
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
継
続
し
て
い
く
べ
き
で
あ

る
。
建
物
や
法
会
は
廃
絶
し
て
は
な
ら
な
い
。
先
人
の
建
立
の
苦
労
を
思
っ
て
み
よ
う
。
檀
信
徒
や
人
々
が
寺
に
来
た
な
ら
、
丁
寧
に
礼

儀
正
し
く
対
応
し
て
、
信
心
を
広
め
て
い
け
る
よ
う
に
し
よ
う
、
と
あ
る
。

ま
と
め

以
上
『
校
定
清
規
』
に
よ
っ
て
、
南
宋
時
代
の
晋
山
式
を
見
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
式
次
第
は
大
枠
で
北
宋
の
『
禅
苑
清
規
』
と
変
わ

ら
な
い
こ
と
と
、
茶
礼
、
祝
聖
開
堂
、
嗣
法
儀
式
な
ど
が
慣
習
化
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

ま
た
『
校
定
清
規
』
に
は
開
堂
や
視
篆
式
の
作
法
が
詳
述
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
で
初
め
て
そ
れ
を
含
め
た
式
次
第
の
作
法
内
容
を
訓
読
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解
説
し
た
。
今
後
は
こ
れ
を
基
準
例
と
し
て
、
寺
院
規
模
や
地
域
環
境
さ
ら
に
は
時
代
に
よ
る
変
容
の
比
較
検
討
が
ま
た
れ
よ
う
。

さ
て
住
持
に
要
求
さ
れ
る
職
能
と
し
て
、
北
宋
の
『
禅
苑
清
規
』
で
は
「
伝
法
、
住
持
、
出
世
、
伝
灯
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ

は
要
す
る
に
、
住
持
が
仏
法
の
正
統
継
承
者
と
し
て
寺
院
に
止
住
し
て
、
遍
参
行
脚
し
て
く
る
修
行
僧
や
参
拝
の
在
俗
信
者
に
、
問
答
教

説
を
行
う
こ
と
を
求
め
る
、
仏
教
指
導
者
と
し
て
の
能
力
で
あ
っ
た
。

対
し
て
南
宋
の
『
校
定
清
規
』
で
は
、
住
持
に
求
め
ら
れ
る
職
能
は
三
つ
。
一
、
人
へ
の
接
遇
を
厚
く
し
、
威
儀
礼
節
を
正
し
、
言
動

を
慎
み
、
艱
苦
を
優
恤
し
、
自
省
を
怠
ら
な
い
こ
と
。
二
、
修
行
僧
の
た
め
に
食
事
や
薬
を
与
え
て
療
養
所
を
備
え
、
老
人
や
病
人
と
い
っ

た
社
会
弱
者
の
た
め
に
看
護
や
治
療
の
人
を
派
遣
す
る
べ
き
で
、
老
人
で
あ
ろ
う
と
も
修
行
を
志
す
な
ら
ば
受
け
入
れ
る
こ
と
。
三
、
寺

院
経
済
を
強
化
繁
栄
さ
せ
、
各
地
に
布
教
を
行
い
、
檀
那
（
施
主
）
に
は
丁
寧
に
礼
節
を
持
っ
て
接
す
る
こ
と
。

つ
ま
り
南
宋
の
住
持
に
は
、
指
導
者
的
能
力
に
加
え
て
、
一
、「
克
己
復
礼
」
的
な
礼
節
、
二
、
大
乗
菩
薩
の
慈
悲
心
の
実
践
、
三
、

経
営
実
務
能
力
と
い
う
よ
う
に
、
寺
院
経
営
能
力
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

南
宋
時
代
に
は
、
大
寺
院
は
荘
園
領
主
と
し
て
自
営
納
税
し
、
住
持
な
い
し
役
位
は
郷
紳
的
立
場
で
、
世
俗
と
交
わ
る
必
要
が
あ
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
に
住
持
や
役
位
は
、
僧
侶
の
修
行
生
活
を
守
る
た
め
、
出
家
遁
世
者
の
超
俗
的
立
場
で
は
な
く
、
世
事
・
人
情
へ
の
配
慮
、
社

会
的
責
任
が
求
め
ら
れ
た
。

そ
こ
か
ら
南
宋
に
お
い
て
「
出
世
（
住
持
）」
に
は
、
指
導
者
に
加
え
て
福
利
責
任
者
と
寺
院
経
営
者
と
い
う
新
た
な
意
味
が
付
与
さ

れ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

冒
頭
の
陸
九
淵
の
論
説
で
見
た
よ
う
に
、
儒
教
も
こ
の
時
代
に
は
「
経
世
済
民
」
を
意
識
す
る
。
儒
教
と
仏
教
と
の
違
い
は
、
儒
教
は

統
治
者
・
官
僚
と
し
て
政
策
（
公
義
）
を
打
ち
出
す
が
、
仏
教
は
民
間
団
体
（N

GO

）
と
し
て
寄
付
金
（
補
助
金
）
や
自
己
資
金
で
支

援
活
動
（
私
利
）
を
行
う
と
い
う
点
だ
。
仏
教
は
慈
悲
に
基
づ
い
て
、
弱
者
へ
の
義
（
社
会
福
祉
）
を
優
先
す
る
。
そ
の
よ
う
な
大
乗
菩

薩
行
は
、
三
階
教
の
よ
う
に
す
で
に
隋
唐
代
に
実
践
さ
れ
て
い
た
が
、
宋
代
に
は
新
し
い
形
で
実
践
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
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日
本
仏
教
と
の
関
係
で
考
え
る
と
、
日
本
中
世
の
寺
院
制
度
は
、
宋
元
仏
教
を
模
し
た
と
さ
れ
、
し
ば
し
ば
日
本
仏
教
研
究
で
南
宋
の

寺
院
制
度
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
今
枝
愛
真
は
、
南
宋
は
五
山
十
刹
制
度
が
創
設
さ
れ
て
、
寺
院
の
中
に
一
般
社
会
の
官
僚

機
構
が
導
入
さ
れ
「
官
僚
階
級
と
の
接
近
を
ふ
か
め
、広
大
な
土
地
の
寄
進
を
う
け
て
、（
中
略
）
民
衆
へ
の
布
教
は
き
わ
め
て
消
極
的
で
、

禅
林
は
貴
族
的
な
雰
囲
気
に
蔽
わ
れ
て
い
た
」）

11
（

と
述
べ
て
お
り
、
日
本
仏
教
史
研
究
で
は
、
あ
た
か
も
こ
れ
が
南
宋
仏
教
か
の
よ
う
に
イ

メ
ー
ジ
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
本
稿
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
南
宋
仏
教
は
官
僚
と
癒
着
し
て
「
貴
族
的
（
衒
学
耽
美
で
脱
俗
的
と

い
う
意
味
だ
ろ
う
）」
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
清
規
は
中
世
東
ア
ジ
ア
仏
教
に
通
底
す
る
「
慣
習
法
」
で
あ
り
、
東
ア
ジ
ア
仏
教
を

描
き
出
す
た
め
に
は
、
よ
り
一
層
の
基
盤
研
究
と
事
例
研
究
が
ま
た
れ
る
。

最
後
に
現
代
的
視
点
か
ら
考
え
る
と
、
ま
ず
組
織
と
し
て
、
仏
教
教
団
が
真
摯
に
存
在
意
義
を
問
う
な
ら
ば
、
宗
教
規
範
で
あ
る
戒
律

や
清
規
を
亀
鑑
と
し
て
、
教
団
の
目
的
と
活
動
を
点
検
し
更
改
し
質
を
高
め
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
く
ば
教
団
は
即
座
に
世
俗

組
織
化
も
し
く
は
既
得
権
益
化
す
る
。
そ
し
て
住
職
（
和
尚
）
と
い
う
首
長
（
組
織
人
）
は
、
南
宋
で
は
宗
教
指
導
者
、
福
利
責
任
者
、

寺
院
経
営
者
と
い
う
職
能
が
求
め
ら
れ
た
。
で
は
現
在
の
住
職
に
求
め
ら
れ
る
職
能
と
は
何
か
。
こ
れ
を
考
え
実
践
し
て
い
か
な
い
と
、

住
職
の
存
在
意
義
は
危
う
く
な
る
ば
か
り
だ
。
教
団
や
住
職
の
内
省
の
た
め
に
も
、
戒
律
、
清
規
、
壁
書
な
ど
の
研
究
は
必
要
だ
ろ
う
。

注（
１
）�

包
偉
民
『
宋
代
城
市
研
究
』
中
国
学
術
文
庫
、中
華
書
局
、

二
〇
一
四
年
、
参
考
。

（
２
）�『
後
村
先
生
大
全
集
』
巻
五
一
、
奏
議
三
。「
塢
中
之
金
」

は
後
漢
の
董
卓
が
築
い
た
郿
塢
と
い
う
貯
蔵
庫
の
食
料
や

金
品
を
い
う
。

（
３
）�W

e�w
ould�argue�that�“duty,”�i�,�cam

e�m
ore�and�

m
ore�in�Southern�Sung�to�be�applied�in�contexts�

having�to�do�w
ith�voluntary�social�action�and�

sem
iform

al�governance�at�a�level�lying�betw
een�

fam
ily�and�state.�Robert�P.�H

ym
es�&

�Conrad�
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Schirokauer,�eds.,� O
rdering the W

orld: A
pproaches to 

S
tate an

d S
ociety in

 S
u

n
g D

yn
asty C

hin
a,�U

C�
Berkeley�Press,�1993,�Introduction,�p.�55.

（
４
）�『
陸
九
淵
集
』
巻
二
、
与
王
順
伯
。

（
５
）�『
陸
九
淵
集
』
巻
二
、
与
王
順
伯
。

（
６
）�『
校
定
清
規
』
は
、
新
文
豊
出
版
公
司
版
『
卍
続
蔵
経
』

第
一
一
二
冊
所
収
本
を
用
い
る
。
頁
数
を
挙
げ
る
場
合
は

「
卍
続
蔵
一
一
二
、
某
頁
」
と
表
記
す
る
。
北
宋
の
晋
山

式
と
住
持
の
職
能
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
『
禅
苑
清
規
』

に
基
づ
い
て
別
に
述
べ
た
。
拙
著
「
北
宋
の
晋
山
式
と
住

持
の
職
能
」『
禅
学
研
究
』
巻
九
六
、二
〇
一
八
年
。
付
言

す
る
と
、『
校
定
清
規
』
に
は
語
法
と
文
法
に
、
一
定
の

傾
向
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
南
方
語
（
閩
南
語
、
呉
語
、

粤
語
な
ど
）
の
影
響
で
、た
と
え
ば
是
構
文
の
繋
辞
「
是
」

を
「
係
（
系
、
系
是
）」
と
し
て
い
る
の
は
、
現
代
広
東

語
で
も
用
い
ら
れ
る
語
法
だ
。
訓
読
に
は
、
語
法
と
文
法

に
注
意
が
必
要
と
な
る
。

（
７
）�『
校
定
清
規
』
巻
上
、
卍
続
蔵
一
一
二
、八
頁
上
。
門
状
は

名
刺
。
行
堂
は
こ
こ
で
は
行
者
堂
。

（
８
）�『
校
定
清
規
』
巻
上
、
卍
続
蔵
一
一
二
、八
頁
下
。

（
９
）�『
校
定
清
規
』
巻
上
、
卍
続
蔵
一
一
二
、八
頁
下
。

（
10
）�『
校
定
清
規
』
以
前
の
例
と
し
て
、円
爾
は
端
平
二
年
（
嘉

禎
元
年
、
一
二
三
五
）
に
入
宋
し
て
、
無
準
師
範
か
ら
印

可
を
受
け
て
い
る
が
、
彼
は
法
衣
以
外
に
宗
派
図
な
ど
も

贈
ら
れ
て
お
り
、
絶
対
的
な
決
ま
り
は
な
い
よ
う
だ
。
石

山
幸
喜
編
『
聖
一
国
師
年
譜
』
羽
衣
出
版
、二
〇
〇
二
年
。

（
11
）�『
校
定
清
規
』
巻
上
、
卍
続
蔵
一
一
二
、一
〇
頁
上
。

（
12
）『
校
定
清
規
』
巻
上
、
卍
続
蔵
一
一
二
、一
〇
頁
上
。

（
13
）�『
校
定
清
規
』巻
上
、卍
続
蔵
一
一
二
、一
〇
頁
下
。「
押
字
」

は
自
署
、
花
押
、
書
き
判
、
サ
イ
ン
。「
日
子
」
は
日
付
。

「
随
即
」
は
す
ぐ
に
、
す
ぐ
さ
ま
。

（
14
）�「
具
状
」
は
、
蘇
東
坡
の
「
祭
大
覚
禅
師
文
」（『
蘇
東
坡

全
集
』
巻
九
一
、祭
文
四
〇
。）
な
ど
に
見
え
、後
代
の
『
敕

修
百
丈
清
規
』
の
「
斎
状
」（
大
正
蔵
四
八
、一
一
二
五
頁

下
。）
に
も
例
が
見
え
る
。
官
吏
な
ど
が
奏
状
な
ど
に
官

職
位
を
書
か
ず
に
「
具
位
」
と
書
い
た
文
書
の
こ
と
。
具

状
を
寺
院
や
住
持
に
出
す
意
味
は
、
世
俗
の
地
位
を
否
定

し
て
、
仏
前
に
へ
り
く
だ
り
、
宗
教
指
導
者
で
あ
る
新
命

住
持
に
敬
意
を
あ
ら
わ
す
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
仏
教

が
世
俗
の
地
位
区
別
を
否
定
し
平
等
を
尊
重
す
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。「
稟
覆
」
は
申
し
上
げ
る
、
う
か
が
う
。

稟
覆
の
稟
は
申
し
上
げ
る
の
意
、
覆
は
復
も
し
く
は
覈
と

同
義
で
、
こ
こ
で
は
申
し
上
げ
る
、
う
か
が
う
の
意
。

（
15
）�『
校
定
清
規
』
巻
上
、
卍
続
蔵
一
一
二
、一
〇
頁
下
。
覆
は

前
註
に
も
あ
る
よ
う
に
、
復
も
し
く
は
覈
と
同
義
。
う
か

が
う
、
し
ら
べ
る
、
か
ん
が
え
る
、
あ
き
ら
か
に
す
、
答
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え
る
の
意
。
現
代
広
東
語
で
返
事
を
す
る
、
回
答
す
る
の

意
。

（
16
）�『
校
定
清
規
』
巻
上
、
卍
続
蔵
一
一
二
、一
〇
頁
下
～
一
一

頁
上
。「
敕
黄
」
は
皇
帝
の
勅
書
、「
省
劄
」
は
中
央
の
中

書
省
な
ど
の
公
文
、「
府
帖
」
は
地
方
の
行
政
府
の
公
帖
。

「
嚫
銭
」
は
達
嚫
拏
の
銭
金
の
意
味
で
、
現
在
で
は
嚫
金
、

達
嚫
、
下
嚫
と
書
く
こ
と
が
多
い
。
達
嚫
拏
は�dak ṣi ṇā�

も
し
く
は�dakshinā�
で
謝
礼
、
寄
進
、
贈
与
、
財
施
の

意
味
。
法
要
や
斎
会
の
費
用
も
し
く
は
法
衣
の
費
用
を
寄

進
す
る
こ
と
を
い
う
。

（
17
）『
校
定
清
規
』
巻
上
、
卍
続
蔵
一
一
二
、一
一
頁
上
。

（
18
）�『
校
定
清
規
』
巻
上
、
卍
続
蔵
一
一
二
、一
一
頁
上
。
祇
候

は
奉
仕
す
る
、
付
き
従
う
。

（
19
）『
校
定
清
規
』
巻
上
、
卍
続
蔵
一
一
二
、一
一
頁
上
。

（
20
）『
校
定
清
規
』
巻
上
、
卍
続
蔵
一
一
二
、一
一
頁
上
。

（
21
）『
校
定
清
規
』
巻
上
、
卍
続
蔵
一
一
二
、一
一
頁
上
～
下
。

（
22
）�『
校
定
清
規
』巻
上
、卍
続
蔵
一
一
二
、一
一
頁
下
。「
一
併
」

は
一
緒
に
す
る
、
合
併
す
る
意
味
。

（
23
）�

ち
な
み
に
普
通
の
上
堂（
つ
ま
り
祝
聖
開
堂
を
し
な
い
の
）

で
あ
れ
ば
、
官
僚
と
白
槌
が
い
な
い
の
で
、
開
堂
は
「
上

堂
→
索
話
→
問
禅
→
提
綱
→
自
敘
→
謝
語
→
下
座
」
と
な

る
。

（
24
）『
校
定
清
規
』
巻
上
、
卍
続
蔵
一
一
二
、一
三
頁
上
。

（
25
）�『
校
定
清
規
』
巻
上
、
卍
続
蔵
一
一
二
、一
三
頁
上
～
下
。

戒
常
住
は
受
戒
し
て
寺
院
に
常
住
す
る
僧
侶
。
受
戒
せ
ず

に
常
住
し
て
庶
務
を
行
う
「
童
行
」
や
、
受
戒
を
し
た
が

常
住
せ
ず
に
遍
参
修
行
す
る
行
脚
僧
と
区
別
し
た
言
い

方
。

（
26
）『
校
定
清
規
』
巻
上
、
卍
続
蔵
一
一
二
、一
三
頁
下
。

（
27
）�

今
枝
愛
真
『
中
世
禅
宗
史
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
七
〇
年
、
一
四
二
頁
。
ま
た
玉
村
竹
二
「
五
山
・
十

刹
・
諸
山
」『
五
山
文
学
』
至
文
堂
、
一
九
五
五
年
な
ど
。

41　『禪學研究』第98號，2020年3月




